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７月１日～８月３１日まで、県下一円で家庭、学校、地域が一体となって子供たちを守る

運動が実施されています。最近は、子どもが自宅でインターネットを利用する時間が増え、

ネット上のやりとりによって犯罪やトラブルが増えているため注意が必要になります。 

尊い子どもたちの安全と生命を守るため、家庭において十分話し合っていただくとともに、

地域においても子どもたちが犯罪や非行に巻き込まれないように見守っていただくなどの

ご協力をお願いします。 

○考えよう！家族みんなでスマホのルール！ 

○自撮り写真を撮らない！送らない！ 

○見逃さないで！子供のサイン 

○水の事故に気をつけよう！  

 

 

 

 

 ～明るく・正しく・たくましく～ 

 

★他にも、各ご家庭での約束事を 

話し合ってみましょう！ 


